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COVID-19 対応の法的背景と栃木県の感染症医療体
制 に つ い て 整 理 す る と と も に， 菅 間 記 念 病 院 の
COVID-19 対応の経緯，検査体制，外来・入院診療体
制とその実績について症例提示をふくめて紹介する．

2.   COVID︲19医療の法的背景と栃木県の
感染症医療体制

COVID-19 は感染症法に基づき 2020 年 1 月 28 日に
「指定感染症」に定められ，2021 年 2 月 3 日に「新型イ
ンフルエンザ等感染症」に変更された．いずれにして
も，感染症法に従い，2 類感染症相当以上の厳しいまん
延防止策が求められる．COVID-19 の医療は，都道府
県知事が指定した感染症指定医療機関が担当する法的立

1.  はじめに

新型コロナウイルス感染症（以下 COVID-19）は，人
類を脅かす世界的パンデミックで，100 年前のインフル
エンザに匹敵する．急性間質性肺炎をおこし，重症化す
れば急性呼吸窮迫症候群（ARDS）を呈し死に至る疾患
である．国内の COVID-19 への対応は，20 年前に制定
された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律（以下，感染症法）」1）により定められている．

菅間記念病院は県北の民間病院で，救急医療から各科
の急性・慢性期医療，在宅医療，介護サービスまで提供
している．COVID-19 の流行当初から PCR 検査体制を
整備し，先頭に立って COVID-19 の医療にあたっている．
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丹内　則之1），　菅間　　博1,2）

付：感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
　（感染症指定医療機関）
第三十八条　特定感染症指定医療機関の指定は，その開設者の同意を得て，当該病院の所在地を管轄する都道府県

知事と協議した上，厚生労働大臣が行うものとする．
2　 第一種感染症指定医療機関，第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関の指定は，厚生労働大臣の定め

る基準に適合する病院（結核指定医療機関にあっては，病院若しくは診療所（第六条第十六項の政令で定めるも
のを含む．）又は薬局）について，その開設者の同意を得て，都道府県知事が行うものとする．

3　 感染症指定医療機関は，厚生労働大臣の定めるところにより，前二条の規定により都道府県が費用を負担する
感染症の患者及び新感染症の所見がある者の医療を担当しなければならない．

4　 特定感染症指定医療機関は，第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新感染症の所見がある者並びに一類感
染症，二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について，厚生労働大臣が行う指導に従
わなければならない．

5　 第一種感染症指定医療機関は，第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち一類感染症，二類感染症及び新型イ
ンフルエンザ等感染症の患者に係る医療について，厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指
導に従わなければならない．

6　 第二種感染症指定医療機関は，第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち二類感染症及び新型インフルエンザ
等感染症の患者に係る医療について，厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなけ
ればならない．

7　 結核指定医療機関は，前条第一項に規定する医療について，厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事
が行う指導に従わなければならない．

：
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て付けになっている（付：感染症法第三十八条の 3）．し
かし，COVID-19 のパンデミックが感染症法の想定を
越えているためか，第一波の緊急事態宣言（2020 年 4
月 7 日〜5 月 25 日）の 際 に 行 政 の 対 応 が 混 乱 し，
COVID-19 の医療における感染症指定医療機関の役割
が曖昧となった．令和 2 年度 2 次補正予算の「COVID-
19 緊急包括支援事業」2）で，重点医療機関と協力医療機
関が定められ，感染症指定医療機関に代わり COVID-
19 医療を担うことになった．

栃木県の二次保険医療圏と感染症指定医療機関を図 1
に示す．栃木県（人口 194 万）の感染症指定医療機関は
第一種が 1 病院（自治医科大学病院），第二種が二次医
療圏に各 1 個所の計 6 病院で，結核指定医療機関が 2 病
院である．菅間記念病院は県北二次医療圏（人口 38 万）
に属する那須塩原市の北部に位置する．県北医療圏の感
染症指定医療機関は大田原市の那須赤十字病院で，那須
塩原市の南部には国際医療福祉大学病院がある．

3.   菅間記念病院の COVID︲19の遺伝子
検査体制

COVID-19 は人獣共通感染によって生じた新型ウイ
ルスで，必要十分な免疫学的検査法が確立されていな
い．従って，COVID-19 の医療には，ウイルスの遺伝
子配列を検出する検査体制の整備が必要となる．菅間記
念病院は，COVID-19 の流行前に癌の遺伝子検査体制
を整えつつあった．2020 年 3 月に COVID-19 のリアル
タイム PCR 検査（以下 PCR 検査）が保険適用なった．
獨協医科大学の病理学講座の協力の下に，4 月初めに
PCR 検査を院内で行う体制を整備した．また，県と行
政検査の委託契約を結び，COVID-19 疑いの自院患者
とともに保健所や診療所からの依頼患者にも対応した．
核酸自動抽出器を購入して効率化を図り，9 月からは入
院および手術予定の患者全員に PCR 検査を行い，院内
感染防止に役立てている．

PCR 検査はウイルス遺伝子を特異的に増幅し定量的
に 検 出 す る．COVID-19 患 者 の 診 療 で は，Cycle 
threshold 値（Ct 値）から外来時と入院時のウイルス量
を判定し（図 2），感染時期を推定して治療薬の選択や退
院時期（Ct 値 35 cycle 以上）の参考にしている．

新型コロナウイルスは，2 週間に 1 塩基程度の変異を
起こすといわれる．特に，ウイルス表面に存在するスパ
イク（S）蛋白の特異的な変異は，感染力や病原性，ワ
クチンの有効性に関わる．2 回目の緊急事態宣言後，S
蛋白に変異のあるイギリス株（a 株）による感染再拡大
が生じた．変異株の早期検出による防疫策の徹底が必要
であることは明らかだが，行政はほとんど無策で，現在
はイギリス株から，さらにインド株（d 株）がまん延す
る状況になっている．

COVID-19 の発生以前から，菅間記念病院は癌の遺
伝子検査用にサンガー・シーケンサー（塩基配列解析装

図 1　 栃木県の二次保険医療圏・保健所・感染症指定医療機
関（文献 3）一部改変）

＊ 特定機能病院：獨協医科大学病院，自治医科大学病院，国
際医療福祉大学病院

図 2　リアルタイム PCR のサイクル数からのウイルス量判定
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置）をもっていた．変異株の検査は保険適用されないが，
S 蛋白領域主体に変異株のサンガー解析を始めた．さら
に，令和 2 年度 2 次補正予算で次世代シーケンサー

（NGS）を申請し，最先端の NGS が 2021 年 2 月中旬に
一民間病院に整備された．獨協医科大学の病理学講座と
微生物学講座の協力の下で，コロナウイルスの全ゲノム
解析，変異株の特定が 1 日程度で可能となった．本稿執
筆時点までの菅間記念病院の変異株解析結果を図 3 に示
す．3 月に県内初の中学校クラスターが注目すべき変異
株（VOI）の R.1 株であることを明らかにした．話題に
ならず強調されないが，関東の第 3 波には従来株から
R.1 株への置き換わりが関わっている．栃木県とコロナ
の全ゲノム解析の委託契約を結び変異株のデータを提供
しはじめた 4 月には県内の小学校クラスターをはじめと
する症例で，懸念される変異株（VOC）の a 株を検出し
た．5 月には成田の検疫をすり抜けた 6 人のネパール人
に県内初の VOCd 株を検出した．d 株は急速に拡大し，
8 月中旬以降は完全に置き換わった．データは示さない
が，d 株では感染年齢の若年化や検出ウイルス量の増加
がみられている．

4.  菅間記念病院の COVID︲19対応の経緯

COVID-19 の外来診療に関して，2020 年 2 月 1 日に
厚労省から医政局地域医療計画課・健康局結核感染症課
通知4）が都道府県に出された．「帰国者・接触者外来」

（以下接触者外来）を二次保険医療圏ごとに一つ以上の
医療機関に設置し，保健所から依頼された COVID-19
疑い例の診察にあたらせることになった．感染症指定医

療機関である那須赤十字病院には接触者外来が設置され
なかったこともあり，菅間記念病院に設置することとし
た．感染拡大とともに接触者数が増加するとともに，感
染経路を追えない例が増えた．発熱を伴う患者全員につ
いて COVID-19 を疑い，一般の外来診療に支障を生じ
る状況となった．院内感染防止のため，6 月に発熱者外
来を一般の外来診療棟から離れた東棟に移し，専用入り
口の前にプレハブの PCR 検査所を設置した．この発熱
外来で，毎日午後に接触者を含めた COVID-19 が疑わ
れる患者全員の診察をおこなっている．

COVID-19 の入院診療に関して，2020 年 4 月の 1 回
目の緊急事態宣言時に，県知事からの入院医療の協力依
頼を受けた．県北医療圏の必要病床数は 100 床以上と
計算された．菅間記念病院は感染症専用病床や専用設備
をもたないため，配置上独立した東棟に感染症対応区域
を設定し，一病棟 25 床を COVID-19 専用病棟に転換し
た．緊急事態宣言解除後は，病棟内に移動可能な簡易隔
壁を設けて，流行状態をみながら専用病床数を 25 床
→ 7 床→ 11 床と変化させた．2021 年 1 月の 2 回目の緊
急事態宣言時には再び 25 床に戻した．病棟内の簡易隔
壁を残し変異株の違いによる区域分けに利用している．

5.  菅間記念病院の COVID︲19の入院診療実績

菅間記念病院の県からの当初の指定は協力医療機関で
あったが，2021 年 4 月から重点医療機関に移行してい
る．2021 年 8 月末までに，COVID-19 中等症例の患者
と透析患者を含むリスクを有する軽症例の患者 214 人
を受け入れている．受入れ患者の地区別の内訳を図 7 に
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図 3　菅間記念病院の変異株の経時的変化（抽出検査の集計）
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示す．地元の那須地区（那須町，那須塩原）が 4 割であ
るが，県南，両毛地域を含む県北地域外からも 3 割を超
える患者を受入れている．これまで入院中に重症化ない
し死亡した症例は皆無で，全員が軽快し退院している．
ただし，昨年 7 月に 70 代女性が退院して数日後に急性
心筋梗塞となり三次救急医療機関に救急搬送となってい
る．

菅間記念病院の常勤の呼吸器内科医は 1 名であるが，
循環器内科医 1 名，神経内科医 1 名，消化器内科医 1 名
が 協 力 し COVID-19 患 者 の 診 療 に あ た っ て い る．
COVID-19 の診断・治療の指針としては，厚生労働省
作成の「COVID-19 診療の手引き」（2021 年 9 月 5 日時
点で第 5.3 版）5）が日本におけるスタンダートと考えら
れる．菅間記念病院では手引きに準拠して軽症・中等症
例の治療を行っている（図 4）．前述の PCR 検査の Ct
値からウイルスの増殖状態，感染時期を推定するととも
に，検査データ等と CT 画像所見から軽症，中等症の判
定を行う．最近は，軽症例に対して，7 月末に特例承認
された抗体カクテル療法を行っている．すでに 19 人に
カシリビマブ／イムデビマブを投与しているが，比較的
早期に解熱し，全例奏功している．中等症の診療におい
ては様々な因子が関わり治療に難渋することがある．次
項で中等症の一自験例を提示し考察する．

6.   中等症Ⅱから重症への進展が懸念されたが
重症化を阻止できた 1例

症例：51 歳男性．肥満あり（BMI 40.1 kg/m2）．新型
コロナワクチン未接種．

2021 年 X 月 Y 日発熱あり．その後，倦怠感，乾性咳

嗽，味覚障害，嗅覚障害が出現し，発熱も持続したため
X 月 Y＋2 日に近医を受診した．同院で PCR 検査陽性
と判明し，COVID-19 と診断された．X 月 Y＋3 日か
ら，保健所の指示にて宿泊療養となっていたが症状軽快
せず，さらに SpO2 88％と低酸素血症を認めたため，X
月 Y＋8 日（発症から 9 日目）入院目的で当院に搬送と
なった．

入院時身体所見：意識清明　体温 38.8℃　血圧 88/64  
mmHg　脈拍 117 回/分

呼吸数 22 回/分 SpO2 88％（室内気）→ 95％（酸素 2L
鼻カニューレ）

血液検査所見：表 1 参照
入院時 PCR 検査：陽性（Ct 値 26cycle）
胸部単純 CT（スライス厚 3 mm）：両下葉背側を中心

とした広範なスリガラス陰影を認める（図 5-A）．
入院診療経過（図 6 参照）：中等症Ⅱと判断し低酸素

血症を呈していたため，酸素吸入（2L 鼻カニューレ）を
ただちに開始した．本人にベッド上で可能な限り腹臥位
をとることを指導した．薬物治療としてレムデシビル点
滴静注とステロイド（mPSL 80 mg/日点滴静注）を開始
した．しかし発症から 9 日経過しているにもかかわらず
解熱していないこと，低酸素血症を合併していること，
フェリチンが高値であることから重症化が懸念され，入
院初日にトシリズマブ 800 mg 単回点滴静注した（なお
B 型肝炎および C 型肝炎ならびに IGRA による結核ス
クリーニングを同時に施行し，陰性であることを確認し
た）．さらに COVID-19 に続発する血栓症の予防を目的
としてヘパリン 10,000 単位/日持続点滴も開始した．X
月 Y＋10 日 IFN-l 3 高 値 が 判 明 し た．X 月 Y＋11 日

図 4　重症度分類と治療の概略（COVID-19 診療の手引き第 5.3 版）
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（発症から 12 日目）に低酸素血症増悪を来し，酸素 5L
マスクで SpO2 88％程度となり，高流量酸素カニューレ

（High flow oxygen cannula：HFNC）を導入した（FiO2 
0.6 flow 40 L/min）．同日撮影した胸部単純 CT（図
5-B）では陰影増大を認めたため，ステロイドパルス療

法（メチルプレドニゾロン 1 g/日点滴静注 3 日間投与）
を行うとともにバリシチニブ 4 mg/日内服を開始，ステ
ロイドパルス後療法として X 月 Y＋14 日ステロイド内
服（プレドニゾロン 70 mg/日〔0.6 mg/kg〕）を開始し
た．その後，病状は改善し，X 月 Y＋15 日酸素吸入終

表 1　入院時検査データ

WBC 7000/µL　 フェリチン 511.81 ng/mL扌　　
リンパ球 1785/µL　 　Zn 63 µg/dL➡　　

AST 48 U/L扌 　BNP ＜5.8 pg/mL　　　
ALT 35 U/L　 　PCT 0.2 ng/mL（陰性）
LDH 411 U/L扌 　PT-INR 1.01
CK 570 U/L扌 　APTT 35 秒

BUN 26.2 mg/dL　 　D ダイマー 1.5 µg/mL　　　
Cr 1.78 mg/dL　 　HbA1c 5.7％

CRP 5.54 mg/dL　 　KL-6 211 U/mL　　　
IFN-l3 20.9 pg/mL扌　　
TARC 143 pg/mL　　　

図 6　入院後経過

図 5　胸部単純 CT 画像の変化



丹内　則之288 DJMS

了，X 月 Y＋22 日に撮影した胸部単純 CT（図 5-C）で
は両側陰影の消退を確認した．同日ステロイド内服も終
了とした．X＋1 月 Y-5 日に軽快退院となった．なお，
サンガー・シーケンサーによる解析で，S タンパクに
L452R 変異を有する d 株の感染であることが判明した．

考察：入院時に低酸素血症を来していた COVID-19
肺炎（中等症Ⅱ）である．入院時に重症化マーカーとな
るフェリチンや IFN-l3 等の検査データ6〜8）が高値であ
ったため，抗ウイルス薬（レムデシビル）のみならず高
容量ステロイドと IL-6 阻害薬（トシリズマブ）投与を
行ったが，低酸素血症が悪化し，HFNC 導入し呼吸管
理を行いながらステロイドパルス療法とJAK阻害薬（バ
リシチニブ）投与にて軽快した 1 例である．入院時，発
症から 7 日以上経過しており，入院後の病態は宿主免疫
反応が主体と考えられる．入院当初からのステロイド投
与と IL-6 阻害薬投与は理にかなっていると思われた．
RECOVERY 試験9）で酸素吸入を行った COVID-19 患
者に対するデキサメサゾン（6 mg，10 日間投与）の有効
性が示されている．重症化を示唆する各種バイオマーカ
ーの陽性例や低酸素血症の進行例にはデキサメサゾン
6 mg にこだわらず高容量ステロイドやステロイドパル
ス療法も考慮すべきと考えられる10,11）．なお，経過中に
酸素療法として HFNC を使用している．当初は HFNC
によるエアロゾル感染拡大が危惧されたが現在は否定的
で，むしろ有用性が証明され低酸素血症の増悪例に対し
ては積極的な活用が推奨されている12）．

7.  おわりに

病理学的に新型コロナウイルスは主に肺に感染し，ウ
イルス増殖に引き続く宿主免疫反応によって，急性間質
性肺炎をおこす．重症化すればびまん性肺胞障害に陥
り13），臨床的には ARDS 状態となり死亡率が高まる．
COVID-19 の医療には，早期診断と適切な治療により
重症化を回避していくことが最も重要である．よって軽
症・中等症の診療にあたる地域の病院が果たす役割が大
きい．県北で先頭に立って COVID-19 の医療にあたっ
てきた菅間記念病院の遺伝子検査体制，外来・入院診療
体制，診療の実績について紹介した．今後の with コロ
ナの地域医療の一助となればと考える．
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